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山陽小野田市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

山陽小野田市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 
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山陽小野田市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

山陽小野田市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１７年山陽小野田市

条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「(３人以上の議員で組織する団体で議長に届け出たものをいう。

以下同じ。)」を「(以下「会派」という。)」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の山陽小野田市議会政務活動費の

交付に関する条例の規定は、令和５年９月２１日から適用する。 

 

 



 

 

議員提出議案第２号参考資料 

山陽小野田市議会政務活動費の交付に関する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（政務活動費の交付） 

第２条 市は、市議会における会派（以下「会派」とい

う。）及び会派に属していない議員（以下「無所属議

員」という。）に対して、政務活動費を交付する。 

（政務活動費の交付） 

第２条 市は、市議会における会派（３人以上の議員で

組織する団体で議長に届け出たものをいう。以下同

じ。）及び会派に属していない議員（以下「無所属議

員」という。）に対して、政務活動費を交付する。 

 



 

 

（改正の理由） 

議員提出議案第２号は、山陽小野田市議会政務活動費の交付に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてであります。 

改正の内容は、山陽小野田市議会における会派の結成要件を変更したことに

伴う改正であります。 

なお、当該結成要件の変更は令和５年９月２１日に行っているため、当該変

更日から改正後の規定が適用されるようにしております。 

よろしく御審議の上、御議決くださいますようお願いいたします。 


